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予防業務について 

 予防業務では、防火対象物、危険物施設等の防火安全の施策として、査察事務、建築同意事務、危険物

規制事務、産業保安規制事務を行っています。 

 防火対象物とは、消防法に一定の基準を定め、特定防火対象物（不特定多数の者が出入する施設。百貨

店・病院・ホテル等）と非特定防火対象物（特定の者しか出入しない施設。学校・事務所等）に大別され、

それぞれの規模等により消防設備等の設置や防火管理者が必要な建物で、令和４年 12 月 31 日現在、管

内では 16,409件の対象物があります。 

 危険物施設とは、ガソリンや軽油、灯油などの危険物を製造又は貯蔵、取り扱う施設で、令和４年 12

月 31日現在、管内では 822件の施設があります。 

 

建築同意事務 

 建築同意事務では、建築物の設計段階から防火に関する指導を行い、消防法令に基づく消防用設備等

の設置など建築物の安全性の確保に努めています。 

 

査察事務 

 査察事務では、既存の防火対象物に対して立入検査を実施し、防火に関する指導を行い、防火管理状況

及び消防用設備等の維持管理状況について確認することで市民の防火意識の向上や建築物の安全性の確

保に努めています。 

 

危険物規制事務 

 危険物規制事務では、危険物施設に応じた構造や必要な設備の指導を行うとともに、事業所の自主保

安体制の充実強化を図り、危険物の事故防止に努めています。 

 

産業保安規制事務 

 産業保安規制事務では、「火薬類取締法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律」に関する許認可申請に関する事務とそれに伴う検査、安全対策に関する指導を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



寝屋川市

16,409 9,872 5,541 4,331 6,537

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 6 5 5 － 1

ロ  公会堂・集会場 361 228 117 111 133

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 0 - － － －

ロ  遊技場・ダンスホール 54 36 32 4 18

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの 0 - － － －

ニ  カラオケボックス等 4 2 2 － 2

イ  待合・料理店等 1 - － － 1

ロ  飲食店 501 295 174 121 206

 百貨店・マーケット等 569 335 167 168 234

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 49 41 7 34 8

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 6,236 3,758 2,315 1,443 2,478

イ  病院・診療所・助産所 244 154 88 66 90

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 312 190 96 94 122

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 469 275 142 133 194

ニ  幼稚園・特別支援学校 55 38 15 23 17

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 658 394 224 170 264

 図書館・博物館・美術館等 7 6 4 2 1

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - － － －

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 12 2 1 1 10

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 14 11 6 5 3

 神社・寺院・教会等 182 115 57 58 67

イ  工場・作業場 1,252 715 263 452 537

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - － － －

イ  自動車車庫・駐車場 392 239 169 70 153

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - － － －

 倉　庫 873 500 231 269 373

 前各項に該当しない事業所 1,626 1,048 588 460 578

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 1,514 928 518 410 586

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 999 542 317 225 457

 地下街 0 - － － －

 準地下街 0 - － － －

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 17 15 3 12 2

 延長50メートル以上のアーケード 2 - － － 2

 市町村長の指定する山林 0 - － － －

 総務省令で定める舟車 0 - － － －
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寝屋川市

291 178 93 85 113

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 - - - - -

ロ  公会堂・集会場 3 3 1 2 -

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 - - - - -

ロ  遊技場・ダンスホール - - - - -

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの - - - - -

ニ  カラオケボックス等 - - - - 0

イ  待合・料理店等 - - - - -

ロ  飲食店 5 3 1 2 2

 百貨店・マーケット等 16 10 4 6 6

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 2 1 - 1 1

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 114 75 46 29 39

イ  病院・診療所・助産所 9 3 - 3 6

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 15 7 3 4 8

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 11 3 - 3 8

ニ  幼稚園・特別支援学校 1 - - - 1

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 13 4 2 2 9

 図書館・博物館・美術館等 0 - - - -

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - - - -

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 0 - - - -

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 - - - - -

 神社・寺院・教会等 1 1 1 - -

イ  工場・作業場 20 16 7 9 4

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - - - -

イ  自動車車庫・駐車場 5 4 1 3 1

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - - - -

 倉　庫 17 8 1 7 9

 前各項に該当しない事業所 24 14 6 8 10

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 28 20 17 3 8

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 7 6 3 3 1

 地下街 0 - - - -

 準地下街 0 - - - -

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 0 - - - -

 延長50メートル以上のアーケード 0 - - - -

 市町村長の指定する山林 0 - - - -

 総務省令で定める舟車 0 - - - -
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２．防火対象物の用途別消防同意件数
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灯
・
誘
導
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排
煙
設
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連
結
散
水
設
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連
結
送
水
管

非
常
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ン
セ
ン
ト
設
備

無
線
通
信
補
助
設
備

総数 1,791 326 51 71 22 9 2 604 0 2 42 117 83 437 2 6 0 15 2 0

枚方市 1,202 215 40 50 13 5 1 412 - - 28 80 51 288 1 6 - 10 2 -

寝屋川市 589 111 11 21 9 4 1 192 - 2 14 37 32 149 1 - - 5 - -

総
数

   区分

市別

消火活動上必要な施設

消
防
用
水

避難設備警報設備消火設備

3

2

2

1

1,413

-

1,412

４．消防用設備等検査状況
令和４年1月1日～令和４年12月31日

３．消防同意件数

3

総
 

数

1,704

1,659

39

3

総　　　　　　　数

新築

増築

用途変更

その他

工事別

3

令和４年1月1日～令和４年12月31日

防火対象物 一般住宅等

小計 枚方市 寝屋川市

                        市別

        区分
小計 枚方市 寝屋川市

741

742

-

291 178 113

92155247

38 19 19 1 1

671

671

-

---1

-



寝屋川市

518 335 195 140 183

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 - - － － －

ロ  公会堂・集会場 6 4 2 2 2

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 0 - － － －

ロ  遊技場・ダンスホール 5 5 5 － －

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの 0 - － － －

ニ  カラオケボックス等 - - － － －

イ  待合・料理店等 0 - － － －

ロ  飲食店 10 5 5 － 5

 百貨店・マーケット等 33 24 6 18 9

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 2 1 － 1 1

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 106 64 40 24 42

イ  病院・診療所・助産所 11 7 2 5 4

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 22 12 8 4 10

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 29 13 6 7 16

ニ  幼稚園・特別支援学校 - - － － －

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 11 7 4 3 4

 図書館・博物館・美術館等 - - － － －

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - － － －

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 0 - － － －

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 0 - － － －

 神社・寺院・教会等 2 1 1 － 1

イ  工場・作業場 25 18 8 10 7

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - － － －

イ  自動車車庫・駐車場 1 - － － 1

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - － － －

 倉　庫 16 10 2 8 6

 前各項に該当しない事業所 34 21 13 8 13

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 179 128 85 43 51

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 26 15 8 7 11

 地下街 0 - － － －

 準地下街 0 - － － －

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 0 - － － －

 延長50メートル以上のアーケード 0 - － － －

 市町村長の指定する山林 0 - － － －

 総務省令で定める舟車 0 - － － －
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５．防火対象物使用開始届出状況
令和４年1月1日～令和４年12月31日
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寝屋川市

959 615 360 255 344

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 - - - - -

ロ  公会堂・集会場 19 14 8 6 5

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 - - - - -

ロ  遊技場・ダンスホール 10 4 4 - 6

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの - - - - -

ニ  カラオケボックス等 - - - - -

イ  待合・料理店等 - - - - -

ロ  飲食店 36 16 8 8 20

 百貨店・マーケット等 118 59 30 29 59

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの - - - -

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 190 121 64 57 69

イ  病院・診療所・助産所 8 5 4 1 3

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 84 52 28 24 32

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 32 23 15 8 9

ニ  幼稚園・特別支援学校 - - - - -

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 51 32 14 18 19

 図書館・博物館・美術館等 - - - - -

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - - - -

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 1 - - - 1

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 0 - - - -

 神社・寺院・教会等 3 2 2 - 1

イ  工場・作業場 30 18 5 13 12

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - - - -

イ  自動車車庫・駐車場 0 - - - -

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - - - -

 倉　庫 10 8 2 6 2

 前各項に該当しない事業所 55 36 20 16 19

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 291 213 151 62 78

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 21 12 5 7 9

 地下街 0 - - - -

 準地下街 0 - - - -

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 0 - - - -

 延長50メートル以上のアーケード 0 - - - -

 市町村長の指定する山林 0 - - - -

 総務省令で定める舟車 0 - - - -

６．防火管理者選解任届出状況
・甲種防火対象物（選任・選解任届） 令和４年1月1日～令和４年12月31日

                                              市・署別

   防火対象物区分
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寝屋川市

108 66 32 34 42

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 0 - - - -

ロ  公会堂・集会場 38 25 9 16 13

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 0 - - - -

ロ  遊技場・ダンスホール 0 - - - -

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの 0 - - - -

ニ  カラオケボックス等 0 - - - -

イ  待合・料理店等 0 - - - -

ロ  飲食店 32 22 13 9 10

 百貨店・マーケット等 10 4 1 3 6

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 0 - - - -

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 0 - - - -

イ  病院・診療所・助産所 4 2 1 1 2

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 2 2 1 1 -

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 4 2 2 - 2

ニ  幼稚園・特別支援学校 1 - - - 1

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 - - - - -

 図書館・博物館・美術館等 0 - - - -

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - - - -

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 0 - - - -

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 0 - - - -

 神社・寺院・教会等 2 1 - 1 1

イ  工場・作業場 0 - - - -

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - - - -

イ  自動車車庫・駐車場 0 - - - -

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - - - -

 倉　庫 0 - - - -

 前各項に該当しない事業所 7 6 3 3 1

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 8 2 2 - 6

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 - - - - -

 地下街 0 - - - -

 準地下街 0 - - - -

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 0 - - - -

 延長50メートル以上のアーケード 0 - - - -

 市町村長の指定する山林 0 - - - -

 総務省令で定める舟車 0 - - - -
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・乙種防火対象物（選任・選解任届） 令和４年1月1日～令和４年12月31日

14

15

16

 16の２

 16の３

13

総　　　　　　　数

1

2

3

4

17

6

9

10

11

12



寝屋川市

1,206 779 451 328 427

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 - - - - -

ロ  公会堂・集会場 64 45 23 22 19

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 0 - - - -

ロ  遊技場・ダンスホール 11 5 5 - 6

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの 0 - - - -

ニ  カラオケボックス等 - - - - -

イ  待合・料理店等 0 - - - -

ロ  飲食店 66 35 18 17 31

 百貨店・マーケット等 139 72 33 39 67

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの - - - - -

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 205 129 72 57 76

イ  病院・診療所・助産所 17 11 7 4 6

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 96 61 32 29 35

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 46 31 19 12 15

ニ  幼稚園・特別支援学校 1 - - - 1

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 60 37 17 20 23

 図書館・博物館・美術館等 0 - - - -

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - - - -

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 1 - - - 1

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 0 - - - -

 神社・寺院・教会等 5 3 2 1 2

イ  工場・作業場 35 24 9 15 11

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - - - -

イ  自動車車庫・駐車場 0 - - - -

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - - - -

 倉　庫 12 8 2 6 4

 前各項に該当しない事業所 73 52 31 21 21

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 346 247 172 75 99

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 29 19 9 10 10

 地下街 0 - - - -

 準地下街 0 - - - -

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 0 - - - -

 延長50メートル以上のアーケード 0 - - - -

 市町村長の指定する山林 0 - - - -

 総務省令で定める舟車 0 - - - -

5

７．消防計画届出状況
令和４年1月1日～令和４年12月31日

                                               市・署別

    防火対象物区分

組
合
合
計

枚　方　市

市
計

枚
方
署

枚
方
東
署

寝
屋
川
署

総　　　　　　　数

1

2

3

4

 16の２

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 16の３

17

18

19

20



寝屋川市

1,995 1,136 615 521 859

イ  劇場・映画館・演芸場・観覧場 1 1 1 - -

ロ  公会堂・集会場 88 62 30 32 26

イ  キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 - - - - -

ロ  遊技場・ダンスホール 7 5 4 1 2

ハ  風営法に規定する店舗その他これに類するもの 0 - - - -

ニ  カラオケボックス等 1 1 1 - -

イ  待合・料理店等 0 - - - -

ロ  飲食店 86 44 34 10 42

 百貨店・マーケット等 106 59 35 24 47

イ  旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの 9 5 1 4 4

ロ  寄宿舎・下宿・共同住宅 306 158 69 89 148

イ  病院・診療所・助産所 54 35 23 12 19

ロ  老人短期入所施設・養護老人ホーム等 110 85 18 67 25

ハ  老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム等 137 83 54 29 54

ニ  幼稚園・特別支援学校 7 4 3 1 3

 小学校・中学校・高等学校・大学・各種学校等 39 23 13 10 16

 図書館・博物館・美術館等 0 - - - -

イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 0 - - - -

ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 4 - - - 4

 車両の停車場・船舶・航空機の発着場 4 4 2 2 -

 神社・寺院・教会等 26 12 5 7 14

イ  工場・作業場 163 84 25 59 79

ロ  映画スタジオ・テレビスタジオ 0 - - - -

イ  自動車車庫・駐車場 14 7 5 2 7

ロ  飛行機・回転翼航空機の格納庫 0 - - - -

 倉　庫 67 32 18 14 35

 前各項に該当しない事業所 165 89 56 33 76

イ  特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 387 238 145 93 149

ロ  イ以外の複合用途防火対象物 213 104 73 31 109

 地下街 0 - - - -

 準地下街 0 - - - -

 重要文化財・重要有形民俗文化財等 1 1 - 1 -

 延長50メートル以上のアーケード 0 - - - -

 市町村長の指定する山林 0 - - - -

 総務省令で定める舟車 0 - - - -

5

８．査察業務
令和４年1月1日～令和４年12月31日

                                               市・署別

    防火対象物区分

組
合
合
計

枚　方　市

市
計

枚
方
署

枚
方
東
署

寝
屋
川
署

総　　　　　　　数

1

2

3

4

 16の２

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 16の３

17

18

19

20



223 1 6 3 1 4 8 5 5 13 45 27 17 24 55 1 1 4 2 1

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -

164 - - 1 - - - - 3 7 39 23 12 22 54 1 - 2 - -

3 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - 1 2 1 - 2 - 1 - - - - - - -

1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

9 - - 1 - 3 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - -

24 - 2 - - - 2 2 - 5 2 3 1 2 1 - 1 1 2 -

6 - - - - - 1 - - 1 - - 2 - - - - 1 - 1

223 1 6 3 1 4 8 5 5 13 45 27 17 24 55 1 1 4 2 1

市計 129 - 3 1 1 2 6 1 2 9 30 18 7 13 31 1 1 2 - 1

枚方署 85 - 2 1 - 1 5 - 2 8 13 15 6 9 20 1 - 2 - -

枚方東署 44 - 1 - 1 1 1 1 - 1 17 3 1 4 11 - 1 - - 1

寝屋川市 寝屋川署 94 1 3 2 - 2 2 4 3 4 15 9 10 11 24 - - 2 2 -

11
階

12
階

13
階

９．３１ｍを超える防火対象物の現況（項別・署別・階別)
令和４年12月31日現在

                   階別
項別
署別

総
数

１
階

２
階

４
階

５
階

６
階

７
階

５項イ

42
階

総　数

１項イ

１項ロ

２項イ

２項ロ

14
階

15
階

17
階

21
階

24
階

37
階

８
階

９
階

10
階

２項ハ

２項ニ

３項イ

３項ロ

４項

１２項イ

５項ロ

６項イ

６項ロ

６項ハ

６項ニ

７項

８項

９項イ

９項ロ

１０項

１１項

１６項ロ

総　　数

枚方市

１２項ロ

１３項イ

１３項ロ

１４項

１５項

１６項イ



822 34 242 50 23 166 0 74 16 98 3 3 0 113

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 2 - 2 - - - - - - - - - - -

 枚方東署 0 - - - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 0 - - - - - - - - - - - - -

 枚方東署 0 - - - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 1 - 1 - - - - - - - - - - -

 枚方東署 0 - - - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

515 18 150 14 15 113 0 61 8 61 0 1 0 74

 枚方署 227 1 51 5 10 52 - 28 5 29 - - - 46

 枚方東署 288 17 99 9 5 61 - 33 3 32 - 1 - 28

 寝屋川市　  寝屋川署 273 10 70 36 8 53 0 13 8 37 3 0 0 35

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 0 - - - - - - - - - - - - -

 枚方東署 1 - 1 - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 0 - - - - - - - - - - - - -

 枚方東署 0 - - - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 枚方署 1 - 1 - - - - - - - - - - -

 枚方東署 13 4 9 - - - - - - - - - - -

 寝屋川市　  寝屋川署 13 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4

10．危険物施設、類別状況
令和４年12月31日現在

                   製造所等の別
総
　
　
　
数

製
　
造
　
所

貯　　蔵　　所 取　　扱　　所

屋
内
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク

貯
蔵
所

第
一
種
販
売

取
扱
所

第
二
種
販
売

取
扱
所

移
送
取
扱
所

一
般
取
扱
所

屋
外
貯
蔵
所

給
油
取
扱
所

総　　数

屋
内
タ
ン
ク

貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク

貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク

貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク

貯
蔵
所  類別

第５類

 枚方市

第６類

 枚方市

混　在

 枚方市

単
　
　
　
　
　
　
　
独

第１類

 枚方市

第２類

 枚方市

第３類

 枚方市

第４類

 枚方市



399 250 59 90

18 7 7 4

122 80 16 26

水圧検査 19 13 5 1

水張検査 3 2 - 1

13 5 4 4

110 69 13 28

7 6 1 -

107 68 13 26

・届出

761 414 149 198

0 - - -

13 4 5 4

109 34 32 43

12 3 7 2

12 11 1 -

5 3 1 1

162 57 50 55

202 197 - 5

13 3 5 5

165 87 27 51

1 - - 1

67 15 21 31

１１．危険物施設申請・届出数

完成検査前検査

設置許可

変更許可

・申請

総　　　　　数

署別
総数 枚方署 枚方東署 寝屋川署

申請種別

令和４年１月１日～令和４年12月31日

仮貯蔵・仮取扱承認

仮使用承認

設置許可の完成検査

総　　　　　数

寝屋川署
届出種別

署別
枚方東署総数 枚方署

変更許可の完成検査

その他届出

危険物保安統括管理者選解任届

廃止届

危険物保安監督者選解任届

品名・数量変更届

転出届

災害発生届

設置者氏名等変更届

火気使用工事届

予防規程認可変更申請

軽微な変更工事

使用休止・再開届



298 71 99 128

15 1 7 7

57 12 25 20

23 - - 23

2 1 - 1

50 14 17 19

- - - -

40 14 19 7

9 - 4 5

63 22 17 24

- - - -

2 - - 2

- - - -

37 7 10 20

許認可申請 11 9 2 -

検査申請 15 11 3 1

事故報告 3 3 - -

その他（届出・報告等） 80 41 17 22

査察 71 47 8 16

許認可申請 - - - -

検査申請 - - - -

事故報告 1 - 1 -

その他（届出・報告等） 19 8 2 9

査察 8 3 2 3

許認可申請 2 1 - 1

検査申請 - - - -

事故報告 - - - -

その他（届出・報告等） 4 - - 4

査察 4 1 1 2

第２種販売取扱所

移送取扱所

一般取扱所

第１種販売取扱所

総　　　　　数

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

給油取扱所

屋外貯蔵所

製造所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

１２．危険物施設査察

署別
総数 枚方署 枚方東署 寝屋川署

製造所等の別

令和４年１月１日～令和４年12月31日

高
圧
ガ
ス

液
化
石
油
ガ
ス

火
薬

１３．産業保安申請・届出・査察数

署別

令和４年１月１日～令和４年12月31日現在

総数 枚方署 枚方東署 寝屋川署
申請・届出・査察


